
 1 

予算決算委員会産業建設分科会会議記録 

（当初予算審査） 

１．日 時 令和２年２月２６日 ９時３０分開会 

令和２年２月２６日１５時３０分閉会 

２．場 所 議員協議会室 

３．出席議員 大上和則座長、吉田知代副座長、渡辺拓道委員、足立義則委員、 

國里修久委員、園田依子委員 

９．会議に付した事件 

議案第２５号 令和２年度丹波篠山市一般会計予算 

１０．議事の経過 

開会    ９：３０ 

大上座長  あいさつ 

大上座長  開議宣告 

 

■日程第１ 議案第２５号 令和２年度丹波篠山市一般会計補正予算 

農業委員会 

【主な説明】 

農業委員会  予算書に基づき説明 

【主な質疑】 

園田委員     農業委員関係費に関し、県外視察の視察先に北海道と言われたか

と思うんですけども、視察先を決定した経緯を教えていただきたい

と思います。 

農業委員会    決まった経緯といたしましては、運営委員会で毎年視察先を検討

していて、来年度については北海道方面ということで決定いたしま

した。北海道でも米づくりが盛んであり、丹波篠山市もコシヒカリ

が有名ですが、北海道につきましても何種類かの水稲も積極的に栽

培されてるという部分と、今盛んに言われていますスマート農業と

いうことで、例えば無人トラクターや、情報通信技術を使った農業

の推進を実際に見てみたいという部分と農業委員の中にも、認定農

業者の方もおられますが、認定農業者連絡協議会との意見交換をし

ていく中で、圃場整備の再構築や、労力の省力化のためのスマート

農業の推進の研究をされておられますので、実際に見てきたものを、

持ち帰っていただいて人農地プランを推進するためのファシリテー

タ役であったり、スマート農業という部分で、今現在、集積率が丹

波篠山市で２８から２９％が集約されていると言われている中で、
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認定農業者、いわゆる担い手の部分が１７％から１８％になってい

ます。それを、国の施策の中では、８割を目指そうという中で、増

やしていくためには、省力化は避けて通れないような形ですので、

現地で確認していきたいというようなことで、北海道方面が出た経

緯がございます。 

園田委員     進んだ取り組みでしっかり研修をしていただければ、これから本

市の農業を考えていく中では、大切なことかなとは思うんですけど、

聞かせていただく中で、北海道と本市の農業の規模の違いがあるの

かなと感じたりはするんですけども、本市の農業で面積を広げてい

く方向で考えていくのがいいのか、小さな面積でしていくかという

ことについて、本市も課題があるのかなと思うのですけども。その

辺の仕組みについて農業委員の中で、研修していただいてこれから

考えていただければと考えます。 

足立委員     北海道視察の件ですけども、費用弁償以外の交通費についてどこ

に予算計上しているのですか。 

農業委員会    今回予算計上しているのは、宿泊費と日当です。交通費につきま

しては、多額な関係上自己負担で参加していただくということで、

一応委員会の農業委員等からも了解を得ている状況です。 

足立委員     遠方への視察が今までなく、気がついてなかったのかもわかりま

せんけども、交通費経費の実費経費は予算計上しても認められる経

費ではないのですか。バスは、視察先で借り上げることはわかって

ますけども、現地へ行くまでの旅費も支給される場合があるという

ことで認識していたのですけども、自己負担ということを聞いたの

で、他市の状況はどうなのでしょう。他市には、公費で行けるとい

うシステムになっているところがあるのか、また本市が制度上の整

備が出来ていないということなのでしょうか。 

農業委員会    例年ですと、大型バス等の借上料、宿泊、日当代という形で、予

算計上し認定していただいた上で執行させていただいていますけれ

ども、今回かなり遠方になるということで、全てを一般財源で賄っ

て視察に行くのは、いかがなものかという部分もございまして、恐

らく他市でも、遠方の部分については、何らかの形の自己負担が発

生してるんじゃないかなと思っていますけれども、調査と確認はし

ていません。 

足立委員     因みにその自己負担、金額的な部分で幾らぐらいなんですか。 

農業委員会    今、現在旅行会社の見積もりの段階でございますけれども、北海
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道で、通常の運賃で片道２万５０００円。往復で５万円程度自己負

担していただく予定になっています。 

大上座長     毎年視察に行かれて、本市に見合った推進を進めていきたいとい

うような形で話をされておりましたが、令和元年度は、石川県に行

かれて、その前は確か和歌山の柑橘で花粉症に効果があるというよ

うな６次産業を視察するという話であったと思いますが、何かに結

びついていってるようなことっていうのはあるんですか。 

農業委員会     具体的に、視察に行った結果が結びついて製品化されたとか、

商品化されてはいません。 

吉田副座長    女性農業委員の交流研修会ということなんですけども、確か兵庫

県の中で、丹波篠山市の女性農業委員は一番人数が多かったように

記憶しています。この交流研修会で、ランチ会をされているのです

か。 

農業委員会     女性農業委員の交流研修会の費用というのは、県下の各農業委

員会に所属されています農業委員並びに推進委員が、農業委員会の

推進、交流なり、研修の費用という形で計上をさせていただいてい

るものでございます。 

吉田副座長    ランチ会とは別なんですね。 

農業委員会    今、局長が申し上げましたものは、兵庫県内の各農業委員の中の

女性農業委員の集まりとして、兵庫県の女性農業委員の組織がある

ということです。因みに、兵庫県の女性の農業委員の組織の会長は、

本市の農業委員大西職務代理者がついておられます。兵庫県内のそ

れぞれの女性農業委員の連携、活動をされておるんですけれども、

これとは別に、市内で農業をされたり、これから農業に関心を持た

れている女性の方が何人かいらっしゃいます。市内の女性農業者の

組織があって、４人の女性農業委員が、リーダー的な役割となって

そういう活動されております。その中で、ランチ会など催して市内

の女性の農業をされている方の意見を聞いたり、そしてまた市長へ

の提言をしたり、そういうような活動をされてるということで、こ

れとは少し違います。 

農業委員会    先ほどの補足説明ですけれども、農村女性連絡協議会につきまし

ては、別に市のほうから団体への補助金が支出されてますので、そ

れに基づいて、ランチ会やいろんな研修、交流をしていただいてる

という現状でございます。 

渡辺委員     先程から視察の話題が結構出ているのですけども、財源のことに
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ついて伺います。農地利用最適化交付金、機構集積支援事業補助金

が、昨年に比べて増額になった分を、視察研修費等の費用弁償に充

ててるというようなことになってるかと思うのですけどもこの農地

利用最適化交付金、機構集積支援事業補助金はどういったものに適

用できるというような形になってるんですか。 

農業委員会    農地利用の最適化交付金の部分ですが、農業委員なり推進委員が、

農地利用の集積活動を行ったものについて、活動実績に基づく部分

と成果実績に基づく部分に対し、交付金を受けるものでございます。

機構集積支援事業補助金につきましては、毎年８月に農地パトロー

ルを実施させていただきますけれども、その農地パトロールに関す

る経費や、印刷製本代等、ガソリン代の燃料費等々の部分と、農業

委員、推進委員の研修、資質向上に要する旅費関係についての費用

が、補助金の対象となっているものでございます。 

渡辺委員     多分そういうことであろうと認識していたのですけども、これま

での説明の中で、今課題になっているのは各地域での人農地プラン

の推進だと思います。農業委員に期待されるているところも結構大

きいのではないかと思うわけです。集落なり地域で、そんな話がな

されるときに、農業委員が同席してファシリテートをされるって事

は、市、地域の評価で信頼されている方ばかりですし、それをもっ

と後押しして活動しやすくなるようなサポートを是非してもらえた

らうれしいなというような思いがあります。資質向上も当然大事な

部分であることはわかるんですけども、日常の市内での農地集積で

あるとか、最適化の部分の活動についてもう少し予算的にサポート

してあげてもいいのかなというような思いがあるのですが、今年度、

集積や人農地プランの作成といった部分の課題がある中で、あえて

資質向上に力入れようとされていますが、その点に関してこれまで

不十分であるというような認識なんですか。 

農業委員会    各農業委員なり、推進委員に毎月の報酬をお支払いさせていただ

いてますけれども、基本的にはその報酬の中での活動ということで、

利用の集積、最適化、人農地プランへの参加という部分も含めた中

での費用という形で活動していただいていると認識をさせていただ

いています。 

渡辺委員     農業委員が理解して報酬の中でということでしたら、充分なので

すが、地域によって関わり方に温度差があるのかなという部分は見

えてるんですけども、市の農政と人農地プランの連携と農業委員の
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連携はあるのですか。市で行う説明会や、地区の説明会、プランの

準備の会が開催される際には、情報提供され農業委員に流れるよう

な仕組みになっているのですか。各地域での農業委員活動の自主性

に任せるというような状況なんですか。 

農業委員会    人農地プランの関係につきましては、各集落の役員説明会や全体

の説明会等につきましては、農政部局から、農業委員会事務局に会

議をしますという案内文を受けますので、それをもって、農業委員、

並びに推進委員に参加依頼を農業委員会事務局からさせていただい

て、会議に参加した上で意見を述べていただくというような形に現

在はなっています。 

農業委員会    先ほどの件なんですけれども、人農地プランの策定にあたっての

農業委員、推進委員の役割というのは、大きいかと思います。農業

委員会では、地域の地域委員会で地域ごとにそれぞれ委員活動され

ておりまして、今おっしゃった多少温度差もあることもあるんです

けれども、市のほうでは、森本政策官が地域ごとで活動されており

ます。市の集落推進員と農業委員、推進委員等が集まり、一つの地

域での会合に参加したりしています。また推進委員についても、助

言をするにしても、どういう形で助言をするかということもありま

すので、これについては、月１回全委員総会を行っておりまして、

市の農政部局から来ていただいて、いろんなお話をしていただいた

り、丹波市とかいろんなところの農業委員会の活動状況等も研修し

ながら、それぞれこういうような総会の場で、研修活動を通じて、

助言できるような体制といいますか、資質の向上を図ったりあるい

は地域委員会同士の推進状況を委員会ですり合わせを行い、他の委

員会の地区の活動状況なんかも確認しながら、それぞれ検討いただ

くというような形で、委員自身も研修していただいたりしながら、

今後においては人農地プランの効果的な助言ができるように、事務

局としても考えていきたいと思っています。 

渡辺委員     そういった会がある時には、案内が出されてるというようなこと

で安心したところです。今後も、事務局として農業委員等のサポー

トしていただき、少しでも各地域の人農地プランの推進をしてもら

えるように、直接、間接的に動いて欲しいと思います。  

 

農都創造部 

【主な説明】 
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森づくり課  予算書に基づき説明 

 

【主な質疑】 

渡辺委員    林業一般管理事業に関し、森づくり支援員のことについて説明願え

たら嬉しいと思うんですけども、具体的な業務内容について説明いた

だきたいのと、いくらか人材的に想定をして支援員を設けようという

ことだと思うのですが、具体的な人選等について話せる範囲で、説明

いただけたらうれしいです。 

農都創造部   森づくり支援員は、市の職員が森づくりを長年行っていくにあたり

まして、人事異動に伴い職員の知識が十分備わっていないこともあり、

それを補充できる林業改良普及員という国の制度で専門知識を持たれ

た方を配置しまして、林業施策の補完といいますか、中心的な役割を

担っていただくような方を想定しております。この令和２年度の予算

成立を前提としまして、実は先日１名募集をさせていただいて１名の

応募がございました。面接させていただいて、今後の丹波篠山市の森

林施策に十分アドバイスをいただける方として採用する予定で進めて

いるところでございます。応募者は、県の農林事務所を早期退職され

て、家におられた方でございます。今申し上げた、県の農林事務所の

森林課におられた方は林業改良普及員という資格をもう既にお持ち

で、知識をもとに、実はその方丹波農林振興事務所にも赴任されてお

りまして、つい最近まで丹波篠山市の指導いただいてたわけです。一

本釣りをした訳ではなく、公募をいたしましたがご案内を差し上げた

ところ、手を挙げていただいて、今の時点では週一回の勤務なんでご

ざいますけども、現実に市内の山を見渡していただいて、森づくり構

想をさらに進めていくためには、どのような施策が必要かどうかを専

門的な見地から指導・助言いただこうと考えています。実際、正直申

し上げまして市の職員の４００名の内、山の担当している１番長い経

歴の職員が実は私なんです。私が、管理職までで９年ほど担当してお

りまして、管理職になって戻ってきて１０数年という経歴であります。

私の次に来るのがもう１名いまして８年の職員がいまして、それ以外

は２年から３年、５年の職員で、私のように、一旦違う職場に人事異

動になって、またこの担当に帰ってきたという職員がいない状態で、

森づくりの課長として拝命しておりますけど、いつまでもおれる保証

もないので私自身も危惧していたところ、ここ２年ほどかけて協議を

しまして、森づくり支援員を配置することになりました。実は、１年
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程前にある団体から、山の専門家として職員を置くべきであるという

ようなことを市長に提言をされましたり、昨年末に、ふるさと森づく

りネットワーク会議というのがございましてそこからの市長の提言に

も、森に精通した方、アドバイスいただける方を配置すべきであると

いう意見に基づいてこうなっています。丹波篠山市だけが抱えてる問

題ではなく、国にも地域林政アドバイザー制度、県のアドバイス制度

もございますけども、実際には人材がいないため取り合いになってい

るという現状でございます。これからの森林施策で抱えてる課題は、

市独自にやっぱり解決していけばならないということで、今回募集す

るに当たって１名応募されて、十分私らが想定しております能力とい

いますか、効果を発揮できる方が採用できるものとして、期待してい

るところでございます。 

渡辺委員    採用に反対しているのではないのですが、森づくり課に言っても仕

方がない話なのかもしれないですけども、全般的に職員の専門性に課

題があると感じる部分があって、市職員が事務を長年していただく中

で、職員自身がある程度のスキルをつけていただかなければいけない

といった職員の育成ができてない部分があるのではないかという思い

があります。数年前から、専門官制度であるとか外部人材を登用され

る流れになってきてるように危惧をしています。これはこれでいいん

ですけども、職員課の話になるかもしれませんが、各担当の中で次の

世代の職員の専門性を高めていくということは、長期的な考えの中で

していかないと、不足しているから外部人材に助けてもらうというの

も市の行政としてあんまりあるべき姿ではないかなと思いますので、

これはこれでいいとして職員の専門性の向上の部分については、また

別途令和２年度も重点的に取り組んでもらえたらなと思いますので、

これも意見としてお伝えします。 

農都創造部   職員に関しましては、兵庫県も危惧しておりまして、実は令和元年

度から宍粟に森林大学校というのがございます。そこで市町村の森林

担当者を育成するという事業を、約１０日間のプログラムを組んでや

ってくれています。今年も、本市からは主事が講義に参加しており、

職員を育てていくことの一つは、県が始めてくれておりますので積極

的に研修に派遣し、森林支援員も含めて十分な資質を高めていくよう

なことに努めてまいりたいと思います。 

足立委員    林業一般管理事業費に関し、渓谷の森公園改修工事費の２６１万５

千円について、どのような工事をされるのかというのと、施設の維持
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管理が適正にできてるのか、また、将来的に大規模な工事計画がある

のかというのを教えていただきたいのと、近年の利用者数と、令和２

年度の目標数値があるならお示しいただきたいと思います。 

農都創造部   来年度の工事の概要ですけども、老朽化しております管理棟の照明

器具の更新を考えております。また、ＬＥＤ化を図ることで、省電力

にも貢献できるものと考えております。中長期的な工事の更新計画で

すけども、昨年度、ストックマネジメント計画を立案いたしまして、

それに基づく工事の内容でございます。また、将来に向けての大規模

改修としましては、電気設備工事の更新を、今後計画的に進めていく

段取りをしております。また、利用者数等々におきましては、手持ち

の資料がございませんのでまた後日お持ちいたします。（資料提出済） 

足立委員    管理棟の維持管理で、実際にキャンプされる場所の不具合、利用者

の要望には答えられているという認識でいいんですか。 

農都創造部   キャンプの場所、コテージにつきましては、現在の所不具合等は特

に聞いておりません。またテントを張るキャンプ場等々におきまして、

利用者の方からお聞きしているのは、コンセントがあれば非常に便利

だということをお聞きしております。 

足立委員    先ほど言われた中長期的な計画の中に、要望のあったコンセントの

設置も入るという認識ですか。 

農都創造部   電気設備の更新といいますのは、受変電盤と申しまして、関西電力

から電力を供給される１番もとの電気設備でございまして、キャンプ

場に配置されますコンセント設置については、入っておりません。 

足立委員    長期的な計画を持って、利用者が満足できるように整備も考えてい

ただきたいと思います。 

緊急防災林整備事業に関し、県費１００％で、工事をしていただく

ということになっていると思うのですけども、事業計画スケジュール

の説明をいただきたいと思います。 

農都創造部   まず、間伐をしまして、間伐をした木を横に並べる事業が、緊急防

災林整備事業になります。その間伐をするのが２種類ございまして、

国の補助事業を受けてする間伐と、１番最後に説明申し上げた市単独

環境林整備事業の間伐、１７０ヘクタールと、８６ヘクタール、あわ

せてその間伐したところを横木に並べていくというスケジュールで主

に、大体秋から冬にかけて間伐を行いますので、事業の完了としては

秋から冬にかけての期間で実施してまいります。３２５ha、間伐して

いくという目標のもとに、最大限２５６haは出来るものとして、県に
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要求しているのですが、現状において満額予算がつかないという状況

でもありますので、出来るだけ間伐は要望をしながら進めていきたい

と思いますが、現実としては２５６ha間伐する目標は立てております

が１００％の事業実施は難しいかなという見立てをしています。 

足立委員    例えば、２５６haは、その事業費関係なく実際にやれるという能力

はあるという認識なんですか。 

農都創造部   場所もあり、今２０年間で、６５００ha間伐するというのは、約６

年を経過しておりますので自信はあります。それと、森林組合、また、

市内業者も２００ha を超えての間伐する能力はあると考えておりま

すし、また、仮に作業班が集中し、人が足らないという時は近隣の森

林組合等に依頼することもありますので、場所等はありますが予算が

やっぱりポイントです。最近の傾向としまして、森林の境界がわから

ない森林所有者もあり間伐をされない方もいらっしゃいます。その場

合は、一筆一筆ごとに確定するんではなく、この谷の中に何人の所有

者がいらっしゃるかっていうのは、大体もう登記簿等で確認ができま

すんで、１番外のところだけ人の山を誤伐しないというようなやり方

で、今まででしたら一人一人の境界を確定しながら取り組んでたんで

すけど、それが難しい状況なので、一谷全員の同意を得て間伐をする

というような形で、できるだけ進めていこうと思っております。一方

でまた、森林の所有者がわからないところも出てきますので今後確実

にその３２５haが実施できるかといえば、別の方策なりを考えていか

ないと、２０年間６５００ha ひと通り間伐するというのは、厳しい

状況にあるということが、６、７年目を迎えて見えてきたのが事実で

ございます。 

足立委員    ふるさとの森づくりの事業に関し、マツタケ復活事業について、取

り組んだ結果、何か効果的なものはあらわれているのかどうかという

のをお伝えいただきたいし、また事業の内容の説明をお願いします。 

農都創造部   まず、森林所有者への座学として、その世界では有名な京都の伊藤

先生に来ていただいています。毎回、好評で５，６０人の、出席者が

あります。一方では、森林をどういった整備をしていくかという補助

事業もさせていただいてまして、松以外の木がありますと、松が生え

てこないという状況がありますので、不用木の木を切って、また腐葉

土が堆積してますと松は生えにくいという性格もありますので、そこ

に地がきといって、地表面をあらわしてやらなきゃいけない、この事

業を、西紀、日置の地区で実際やっていただいてます。ただ、マツタ
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ケが生えるという目標もってやられてるんですけど、実際に生えたと

いう成果につながってないのは残念ながら事実はございますが、ただ、

森林所有者としては、何とかそこまでしてでもマツタケを生やしたい

という意欲はお持ちですし、かつてという言い方はおかしいですけど

丹波マツタケの里でもございますので、先ほど申し上げた、座学に関

して、広報等を通じて案内しますと５０人ほどの出席者があるという

ことは関心も高いので、時間かかってしまうことなんですけど、取り

組んでいきたいと考えております。 

足立委員    先日テレビで何か有名な方が来訪され、マツタケを取る取材をされ

ていました。丹波松茸は、貴重なものであるし、すばらしい、高級で

あるというのは、みんな知ってると思うのですが、我々も言われたよ

うに、丹波といえばやっぱりマツタケというのは頭に浮かんでくるの

ですが、気候風土の変化もあり、マツタケが出なくなっているのでは

ないかということも考えられます。そのことも研究をしていただいて、

やっぱり丹波篠山市はマツタケが出るところであるというのは、将来

も守っていただきたいなという思いはしてますので、ぜひとも、力を

入れていただいて、特産品を残す、環境を残すという取り組みをして

いただきたいと思います。 

園田委員    林業一般管理事業に関し、危険木除去費等補助金ですが、昨年度よ

りも力を入れていただけるというようにも感じるんですけど、市内で

危険木の状況はどうなのですか。 

農都創造部   もともとは、人工林広葉樹林化事業として、スタートさせていただ

いたんです。実際に、要望者のお声を聞きますと家のすぐ裏に生えて

いる高木が怖いから、広葉樹林化事業で対応できないかという声を聞

きまして、それで令和元年度から、広葉樹林化事業から、危険木除去

の事業を分けて進めてきております。もともと危険木除去事業は２分

の１の補助の、今木を取りおかないと生命財産に危険があるという補

助事業があったんですけど、事が起こらない状況が発生しないと活用

いただけなかったんですけども、現在はこの事業に関しましては、事

前予防的に伐採するということで進めております。予算額に使い切っ

てしまうぐらいの要望もございまして、適宜、市民の方の要望にこた

えて進めているところでございます。 

園田委員    危険木としての判断は、どのように見ているのですか。 

農都創造部   やはり最終的には、伐採を希望される方によりますが、一本切るだ

けでは余り効果がなく、本当にその危険木だけの排除は出来ないので、
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１００㎡以上切ってくださいと、５００㎡以下が市事業の対象とさせ

ていただいてます。それをきっかけに、少しでも、ほったらかしにな

っている森林を切っていただいて森林を更新をしていくということに

つなげるきっかけは、自分とこの危険を排除したいという思いなんで

すけど、そこから、森林に目を向けていただいて、森林をほったらか

しにさせないというような意識を醸成できたらというような形で、市

民の方にも話をしながら進めています。目の前の危険な木だけを公費

で切ってもらえばもうそれでいいんだっていう話されるんですけどそ

うではなく、一体的に山を整備していきましょうというような形で話

をして、事業を実施しているところです。 

大上座長    関連する話なのですが、地権者の中には地元の方ではない方もあっ

たりして、先ほど言われたように一本が倒れたら、道路に落ちてきて

被害が出てくるんではないかなっていうような指摘があった場合、そ

の判断基準というのは、どうなんですか。自治会の集落単位で、取り

組みをされてるっていうのはもちろんあるんですけれども、先ほど言

ったように、もうかなり倒れる危険がある木の判断基準っていうのは

どうですか。 

農都創造部   以前は、この補助事業の申請者としては森林所有者が申請するもの

とさせてもらってました。不在村の方の所有木でも被害を受けるのは

在住の方というケースが実際に味間で発生しました。市に相談に来ら

れ所有者不明の木があって、自宅に倒れてくるかも知れないというよ

うな相談を受け、現地を見させていただいた結果、森林所有者を登記

簿等で調べさせていただきました。地域の人に仲介していただき、承

諾を得て地元の方に木を切ってもらうということを委任するような形

で、補助事業の申請をいただいて危険木を排除したという例もござい

ます。地元で、危険が発生する場合は、所有者から所有木の放棄等の

承諾を得られれば、柔軟に令和元年度から取り組んでいるところでご

ざいます。 

渡辺委員    混交林整備事業に関し、大山下地区の３カ年計画が上がっているん

ですが、計画エリアはどこになってますか。 

農都創造部   来年度計画しております地域におきましては、清掃センターから、

西側から山南町にかけましての市境までのエリアを計画しておりま

す。３０町程あります。 

渡辺委員    理解しました。 

森林環境譲与税の関係で財源のことなんですけども、基金に積んで、
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事業に使っていくという部分なんですけども、基金繰入金は、どの事

業に充当されていますか。 

農都創造部   市単独環境林整備事業に一つ充当してますのと、ふるさとの森づく

り事業の人工林の広葉樹林化事業に充当させてもらってます。 

吉田副座長   林業一般管理事業に関し、ひょうご森のまつりの件ですけども、実

行委員会を立ち上げられるということですが、県下から来客される予

想人数、駐車場の問題はどう考えてられますか。 

谷舗係長    実行委員会は、来年度４月からという形で考えているのですけども、

今年度西宮市が開催したんですけども、公表人数としては５０００人

という形で言っていますが、実際数え方等の問題もあるかなと思って

ます。実際、西宮市の開催場所に見に行ったんですけども、駐車場と

しましても、５０００人も止めれる駐車場では実際なかったと思って

います。前年の福崎町での開催においての参加人数約３０００人と言

ってるんですけども、駐車場について沢山あったというのは認識して

ません。開催場所について、正式な場所についてはこれから実行委員

会で決定にはなるんですけども、丹波並木道中央公園を候補として考

えています。駐車場の規模としても、３００台から５００台程度とい

う形で聞いております。当然イベントをする中で趣旨内容等も大事な

んですけども、安全管理も大前提ですので、規模的には実質１，００

０人から１５００人規模ぐらいかなと現在思っております。 

大上座長    県内、順番制で事業実施しているのですか。 

谷舗係長    県内で、順番に市町村で回してるという形でなっております。合併

以前になるんですけども、直近で言いますと、昭和６３年の５月に丹

南町が実際実施しておりまして、その前になりますと昭和３４年の４

月篠山町で開催したという形になっております。 

 

【主な説明】 

商工観光課  予算書に基づき説明 

 

【主な質疑】 

大上座長    観光施設整備事業に関し、観光駐車場のトイレ設置の資料説明が出

てるんですけれども、画像で見ると高さの段差が気になりますが、ど

のような形で設置するのですか。 

農都創造部   郡家観光駐車場のトイレの設置の件ですが、イメージ写真というこ

とでこまがついておりますけども、実際は地面に密着するような形で
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設置するように考えております。 

大上座長    釣り上げて移動させれるような形式のものですか。 

農都創造部   そのとおりです。 

渡辺委員    郡家観光駐車場のトイレ設置工事、それから、倉庫整備工事の部分

なんですけども、まずこのトイレ部分については常時観光客が使える

という状況になるという理解でいいんですか。それともイベント時の

駐車場開放のときのみ使用できるという理解ですか。 

農都創造部   現在の駐車場の使用の方法は、イベント時に使っていただくという

ことですので、観光客に対しましてはそういった形でイベントの開催

時のみということになります。ただ、市場の関係者の方もいらっしゃ

いますので、市場の関係者にも利用してもらうという位置づけで設置

すると理解いただきたいと思います。 

渡辺委員    市場関係の予算で上がっていれば、理解はするんですけども観光施

設というような形で上がってきている以上、市場の方のトイレの占有

率がかなり高いということになると、一定の管理負担金的なものにつ

いては考えていかないといけないのではないか。常時観光施設として

使えない部分を、共用するという形になるので、一般の方が使えない

というような状況の中では、そのあたりの整理は要るんではないかな

というふうに思うんですけども、そのあたりについてはどういうふう

に整理がされてますか。 

農都創造部   市場関係につきましては、農都政策課が担当していますが、トイレ

管理につきましては、市場の方に管理をしていただこうと思っており

ます。一般質問等でもございましたけれども、観光駐車場の使い方に

ついては検討すべきということでございますし、トレッキングの出発

点、またサイクリングコースの拠点としての整備案もございますので、

その観光駐車場の使い方も今後方針を決めていきたいと思います。今

後イベント開催時だけではなく、常時使っていただけるような観光ト

イレとしての使用のあり方も、進めていきたいと考えています。 

渡辺委員    常時公衆トイレ的な形で使用できるという部分であれば、理解でき

るのですけども、フェンスの中にあるというような部分では、市民の

理解がなかなか得にくいのかなという部分があるんで、市場に対して

の運営支援という形で出すというような方法も、プラスで考えてもら

っても、幾らか負担をしてもらうというような仕組みを作るべきでは

ないですか。市場で、管理もするが、ほぼ占有して使うというような

ことが常態化してしまうというようなことでは、理解も得にくいのか
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なと思います。トイレ設置については特に反対するものではないんで

すけども、運用方法については、十分協議して進めていっていただか

なければならないことかなと思いますので、確認をさせていただきた

いと思います。 

農都創造部   負担の方法については、消耗品を含めた形での維持管理を市場にお

願いするという方法か、負担金としてもらうか等細かい部分について

は、市場とも協議をしながら適正な形で取り組んでいきたい。 

渡辺委員    市場の活動をしてもらうのに、トイレのない施設で活躍していただ

いており、そういった部分の課題があることはわかるんですけども、

観光施設整備事業として予算計上する以上は、整理はしてもらいたい

なと思います。 

観光客誘致促進事業の件ですが、コンシェルジュに支払う謝礼の内

訳を教えてもらいたいと思います。 

農都創造部   コンシェルジュミーティングに参加し、半日ならば５０００円。１

日ならば１万円をお支払いさせていただいております。 

渡辺委員    何日分予算計上してあるのですか。 

農都創造部   現在コンシェルジュ７名いらっしゃいますので、７名に２カ月に１

回程度ミーティングに参加してもらうこととして６回分を計上させて

いただいております。 

渡辺委員    頻繁にきてもらうというようなことですが、令和２年度は、コンシ

ェルジュにどういったことを期待されていますか。 

農都創造部   コンシェルジュにつきましては、これまで、飛騨高山、和歌山県田

辺市にインバウンド視察で行っていただいているのですが、そこでの

取り組みを学んでいただき、それを本市に当てはめた場合どういうイ

ンバウンド対策が必要なのか戦略みたいなものを考えていただきたい

なというように考えております。 

渡辺委員    コンシェルジュというのは、知見を持ってらっしゃる方にお世話に

なってると思っていたのですが、その方の資質向上の活動もされてる

ということなんですか。ある程度知見を持たれてる方に、コンシェル

ジュになってもらった方がいいのではないでしょうか。 

農都創造部   知見といいますか、それこそ外国の方で、丹波篠山市のことも御存

じである方を選定をさせていただいております。現在、アメリカ、イ

ギリス、フランス、そして今年は、中国、韓国、ベトナムの方にも参

画いただいています。彼女、彼らから見た本市の姿っていうのが、何

をすればそのインバウンドに対しておもてなしの態勢がつくれるかと
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いうような意見をいただこうと思い、コンシェルジュというような制

度を作らせていただきました。他の先進地も視察し、学習することに

よって、プラスアルファの意見もいただけるということで、昨年、今

年視察にも行っていただいたような状況でございます。 

渡辺委員    視察研修は、不要ではありませんか。知見を持った方に、少々謝礼

が高くなっても、委員に就任してもらう方がいいと思っています。改

めて質問しますが、具体的に令和２年度は、この人達に丹波篠山の観

光に関して、本当にどの部分を期待されてるかもう一度お伺いします。 

農都創造部   繰り返しになりますが、これまでから行ってきたインバウンド対策

は、おもてなしをする受入側の態勢と、外国の方を呼び込んでくる戦

略の二つがあるかと思います。一つはですねこちらの地域の受け入れ

態勢として、例えば外国人の方が来られた場合、飲食店や旅館業者が

どういうふうな対応すればいいのか不安を持っておられると思うの

で、それを解消していくための手助というかアドバイスもいただきた

いですし、あと外国の方を呼んでくるためにはどういう方法がいいの

か、どういうものに掲載して、どこに行ってどうアピールしてくるの

かっていうのも含め、インバウンド対策の戦略を練っていただきたい

と思っております。視察は必要がないということでしたけれども、今

回、田辺市に行かせていただきましたが、やはりキーマンとなる方が

いらっしゃって、ＡＬＴの方だったんですけども、そういう方が田辺

市のインバンド対策を率先してやっておられるとのことでした。そう

いった資質も必要だと思いますし、視察研修は、彼ら彼女にとっても

非常に役に立っておりますので、今後丹波篠山市のインバウンド対策

を立てていく上でも必要だと思いますので、視察に関しましては今後

も続けていきたいと思いますのと令和２年度につきましては、先ほど

申し上げた受け入れる側と呼び込む戦略をコンシェルジュに作ってい

ただきたいと思っております。 

渡辺委員    別に今なってもらっているコンシェルジュがだめということでなし

に、専門的な方にやってもらいたいということです。彼ら、彼女のた

めになるというのでは困るんです。本市のためになるという答えでな

ければ、コンシェルジュのためになる事業では、少し考え方が違うと

思います。人数も増員になることもありこちらも期待もし、ある程度

すぐ効果が出るようなアドバイスを直接してもらえるもんだと認識し

ていたのですけども、これから育成していくための部分にお金を使う

ということに関して適当ではないなと思いますんで、実施にあたって
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は十分に考えて実施してもらえたらと思います。 

農都創造部   私の説明の仕方が悪かったのかもわかりませんけれども、コンシェ

ルジュを育てるといったことではなく、コンシェルジュのアドバイス

によりまして、指差しツールというのもできましたし、今後またそれ

をさらに進化させたようなツールも考えていきたいなと思っておりま

す。それはコンシェルジュのアドバイスによるものですので、今後も

他の地域での先進地の事例も取り入れた形で、丹波篠山市のインバウ

ンド対策に活かしていただきたいと思います。決してコンシェルジュ

の識見を高めるために視察に行くということではなく、丹波篠山市の

インバウンド対策に活かしていただけるように視察に行くということ

で理解をいただきたいと思います。 

大上座長      先だってセミナーを聞かせていただいて、その際の講師がおっしゃ

っておられた話の中で、まず丹波篠山市に、どこの国から来られてい

る方が現状多いのかっていうことをまず把握することが大切だと思い

ますというお話を聞かせてもらったんです。当然、バスのツアーで来

られた方、独自のルートで来られた方、様々な方があると思うのです

が、以前に本市としては、台湾の方が親日的なこともありターゲット

にしたいというような話もあったと思うんですけど、ターゲットに定

めた理由、PR したい場所はどこなのかを突き止めていくことが大事

である。ターゲットを絞る、その際に、講師がおっしゃっておられた

事は、あえて閉じる、あえて選ぶ、その勇気が大事であるというお話

をされていたので、様々な国籍の方の話も大事だと思いますが、ター

ゲットや観光先についてもコアに絞っていったら、違う展開が見えて

くるのではないかと思ったのですが。 

農都創造部   ターゲットにつきましては、かねてから伝えております通り、台湾、

東南アジア系を中心にしていきたいと思います。兵庫県にいらっしゃ

る外国人観光客のほとんどが、中国、韓国、台湾っていうことになっ

てるんですけれども、とりわけその兵庫県は、京都府や大阪府と比べ

て、台湾からいらっしゃる方の割合が多い中で、台湾を中心にターゲ

ットにしてまいりました。現在、どこの外国の方が来られてるかとい

うのは大書院に来られた時に、受付の方が確認されるとかあるいは観

光ステーションにこられた際に、個人旅行者がどこから来られたかっ

ていうことを把握する程度に留まっております。どこの方が沢山来訪

しているかの正確な数字、割合は、現在把握出来ていないところでご

ざいます。先日申し上げました観光戦略にも書いてあるんですけれど
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も、当面は台湾中心としながらも、欧米系をターゲットにしている城

崎から、外国人を呼び込むのであれば、欧米も対象にしていく、絞れ

と言いますけれども、なかなか絞れないでいるのが現状でございます。

色々な国のコンシェルジュがいらっしゃいますので、アドバイスをい

ただきながらその戦略を立てていきたいと考えています。 

大上座長    来れる方が望んでおられるものと、全然違うものであれば、何の意

味もないと思いますので、そのあたりのメニューもしっかり検討して

いただく必要があるんではないかと思います。 

農都創造部   やっぱりどういうものに興味あるのかなかなかわかりにくいので、

どういったものがそれぞれ国によって、興味があるのかコンシェルジ

ュにアドバイスをいただきたいと考えています。 

園田委員    観光宣伝事業に関し、大河ドラマ「麒麟がくる」地域の交流発信・ 

魅力発信補助金ですが、今回これに力を入れるということですが、本

当に先手先手でいかないと、大河ドラマの放映期間が１年間しかない

中で、丹波市は、新聞報道等でもよく見かけますが、本市はどのよう

な取り組みをしようと考えられてるのかお伺いしたいと思います。 

農都創造部   丹波市と比較すると発信・取り組みが遅れているということも十分

わかるんですけれども、我々としても、情報発信のためのホームペー

ジを立ち上げています。地域の交流・魅力発信事業は、地域の皆さん

が一緒になって盛り上げていく、行政が一方的に取り組むのではなく

地域住民と一緒になって盛り上げていこうという取り組みをしており

ますし、いざ本番放映も入っているのですが、それをさらに拡充して

地域の皆さんと一緒にやっていきたいという思いもございます。さら

に、昨年、開催した桐野作人先生の講演会にはたくさんの方も来てい

ただきましたし、３月には石川さゆり氏のコンサートもございます。

また、６月には、ふるさと大使の旭堂南右衛門氏、また桐野作人氏を

お呼びして、大河ドラマ記念講演会の開催をしようと思っております。

我々としても取り組みを進めておるんですけれど、発信力あるいはそ

の取り組みが少ないと言われればそれまでなんですけど、我々として

も地域の協議会を立ち上げて一緒になって取り組んでおりますので、

しっかりと進めていきたいと思います。あとハード整備については、

高城山頂上、駐車場も整備させていただきました。土日の利用も多く、

来られる方にも喜んでもらえるような取り組みも進めていると考えて

おりますので、ご理解いただけたらなと思います。 

園田委員    本当に大河ドラマに関心のある方、ない方はあるかと思うんですけ



 18 

ども、一人一人の感じ方として賛否両論あるかと思うんですけれども、

私が感じる中では、市民の方への情報発信が１番大事だと思いますし、

ホームページとか、地域の方と一緒に取組みするというところも大事

かと思うんですけど、市民の方への意識改革の取り組みが上手くいけ

ば、市民全体に広がるのではないかと感じますので、目に見えた発信

の仕方をもう少し考えていただけたらと思います。丹波市のように取

り組みが新聞記事になるっていうことが、１番関心が高まるのかなと

思います。記事を見て、本市に来たいというような意識づけができる

のかなと感じますので、目を向けて取り組んでいただけたらなと感じ

ますので、よろしくお願いします。 

國里委員    観光宣伝事業に関し、ユーチューバーを活用した大河ドラマＰＲ事

業の実施の中で、人気ユーチューバーによる情報発信ということです

が、もう目途をつけているのかどうか教えていただきたい。 

また、観光施設整備事業に関し、こんだ薬師温泉ぬくもりの郷の温

泉に水消毒機構のモノクロラミン間欠法を新たに導入されると思うん

で すけど、メリットデメリットを考えた上で、導入を決断されたと

思うのですが、導入に至った理由、ランニングコストも含め説明いた

だきたいと思います。 

山本政策官   人気ユーチューブバーの件ですが、まだ具体的に誰にするかという

のは決まっておりません。去年、県が実施したのですが、実際外国人

の人気ユーチューバーの方がいらっしゃいまして、今も、ユーチュー

ブは見れる状況になっております。県の予算で、本市に来訪いただき、

古民家ホテルに泊まっていただいて、発信されており結構反響がある

ようです。ユーチューバーの会社も幾つかありまして、何件か連絡し

ていますが、値段の格差があります。出来る限り、安い予算の中で、

１日か２日ぐらい来ていただいて、日本国内ではなく海外にも発信し

ていきたいと思っております。去年、いらっしゃったユーチューバー

の方は、全部英語で発信しておりました。今回、日本語か英語での発

信になるかは、まだ決まってないんですけども、国内そして海外にも

発信していきたいと思っております。 

農都創造部   モノクロラミン間欠法の導入について、これまで塩素消毒により行

っておりましたが、今回モノクロラミン間欠法を導入させていただく

理由としましては、保健所と指定管理者との話し合いを定期的に行っ

ており、その中で保健所より、アルカリ泉のぬくもりの郷におきまし

ての消毒方法としては、人体に影響の少ないモノクラミンの方が適し
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ているというような助言、指導がいただいたということで今回切り替

えていきたいと思っております。それと、ランニングコストにつきま

しては、これから導入になりますが塩素利用した場合とそう変わりは

ないと聞いております。 

國里委員    人気ユーチューバーということで、今後選定されると思うんですけ

ども、人気だからと言っていいように影響するかどうかは不明な部分

があるので、検討しながら進めていただきたいと思います。モノクロ

ラミンの件ですが、今おっしゃった内容そのとおりだと思うのですが、

塩素を使った今のやり方と比べると、私の調査結果の中では、コスト

がかかってくると思います。確かにいいメリットはありますが、今後

幾らかの負担も増加するのも問題だと考えますので、考慮しながら進

めていただきたいと思います。 

農都創造部   先程のランニングコストの補足になりますけども、塩素が全く必要

なくなるということではないんですが、単純計算でいきますと、塩素

２０キロが５缶、月当たりとしまして、塩化アンモニウム５缶という

ことで単価８０００円ですので、月４万円というのがランニングコス

トとして概算で考えております。 

吉田副座長   観光客誘致促進事業に関し、大学連携プロジェクトで京都橘大学等

と連携して調査を行っていくということなんですが、どういう経緯で

連携をされ、又今後京都とのアクセス連携、京阪神からの観光客の増

加の連携など今後についてどのようにお考えなのかお聞かせくださ

い。 

農都創造部   京都橘大学につきまして、本年度も丹波篠山市に学生を連れて入ら

れて観光動向の調査等に来られてます。もともと橘大学の教授は、元

兵庫県文化財課長で、教育委員会参与、また文化庁にもいかれて、そ

の後に京都の橘大学で教授をされています。日本遺産に申請する際に

も、村上教授の力もいただきましたし、現在も文化財課が担当してい

ますが、文化財の保存活用地域計画協議会委員もされております。丹

波篠山市のことをよく御存じですし、そういう方に一緒になってその

動向を調査していただきたいという形で、橘大学との大学連携プロジ

ェクトを進めてまいりたいと思っております。 

吉田副座長   今後、またご協力いただいて京都からの観光客っていうことも、情

報共有、協力もいただけるのですか。 

農都創造部   教授も京都方面から丹波篠山市に入ってくるルートも非常に大事

だ、特に福住地区に伝統的建造物群もございますので、そういったル
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ートの重要性というのは十分認識いただいておりますので、そういっ

た連携は十分あると思います。 

吉田副座長   観光客誘致促進事業に関し、サイクリングイベント事業委託料とあ

りますが、どういった内容のものですか。 

農都創造部   サイクリングイベントの委託料に関しましては、観光客の方や、自

転車の愛好家の方が最近大勢お見えになっているのですが、さらに来

ていただくために、実施をしたいと考えております。内容につきまし

ては、一つは、２回開催を今のところは想定をしていまして、一つは、

ロードバイク、長距離に渡って走られる方に対し、県もサイクリング

ロードを整備しようということで取り組んでいるので県の流れに準じ

ておこないたいと考えています。もう一つは、レンタサイクルなどを

利用したような観光客の方が気軽に市内を回る際に利用できる取り組

みとして実施をしたいと思っております。それによって、観光で市内

をゆっくり回るようなプランも提案しまして、レンタサイクルの実施

増加にもつなげていきたいと考えています。 

吉田副座長   サイクリングマップも、随時更新というかリニューアルされる予定

ですか。 

農都創造部   サイクリングマップは、インターネットのサイトに掲載をしていま

して、ちょうどグーグルの地図のような形で、経路が示せるようにな

っています。それについては、イベント開催時に、追加をしたりです

ね、改正になるとそのまま掲載したりもできますので、そういった形

で追加、また訂正等をしていきたいと思っています。 

渡辺委員    観光客のおもてなし事業等を中心に全般的な取り組みになるかと思

うんですけども、観光戦略で宿泊者数を倍増させる取り組みが、令和

２年度からスタートしていくだろうと認識をしています。年度的な目

標を持って進めていってもらう必要があるんではないかなと思ってる

のですが、令和２年度で１２万の宿泊者数をどこまで上げようという

計画で全体の事業計画をされていますか。 

農都創造部   現在、観光消費の伸びや観光客の推移の状況を検討しております。

現在令和２年度で宿泊者数を何人という目標までは、まだ設定出来て

おりませんが、観光戦略の評価指数として年度ごとの目標をつくって

おりますので、また提示させていただきたいと思います。 

渡辺委員    宿泊者倍増というような部分で、幾らか新しくできるビジネスホテ

ルに頼る部分もあるかと思うのですけども、それだけでは到達できな

いと思いますので、各年度に落とし込み、事業検証もしながら進めて
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もらえたらと思います。 

昨今の新型コロナウイルスが非常に心配になってきているような状

況でして、商工業者へのサポートも必要になってくるのではないかと思

いますので、３月中は本会議もありますし、関係機関とも十分協議の上

対応が必要だというような部分が出てきたら、できるだけ速やかに対応

してもらうようお願いをしておきたいと思います。 

足立委員    過去にＤＭＯの必要性があるということで取り組んでいたと思う

が、行政が主体となって取り組んでいこうとする発想は、もうないと

いう認識でいいんですか。 

農都創造部    ＤＭＯ組織でなければ、観光庁の補助金の対象となりにくく、地

域ＤＭＯに支援していくというのは観光庁の思いでございます。以前

から、ＤＭＯ設立に向けた準備室を作りながら、観光協会とも協議い

たしましたが結局受け入れられずに、今現在、観光ステーションで、

プロモーション活動や、旅行企画の造成をしております。観光庁にも

そういった内容をお伝えしたら、実施している内容は、ほぼＤＭＯと

変わらないということも聞かせていただいております。ただ、法人化

してないので、ＤＭＯ組織として、例えば手数料を取る等が出来ませ

ん。組織としては今の体制をどこかが、例えば観光協会や第３セクタ

ー等で、観光ステーションでやっている事業をやっていただけるなら

ばそのＤＭＯ組織はすぐできると思うんです。ただ、こういう小さな

市が一つで運営していくのは非常に難しいということも聞いておりま

すので、運営のあり方、内容等もいろいろと研究していかなければな

らないと思います。ただ、白紙に戻すという思いはございません。 

大上座長    日本遺産・創造都市推進事業に関し、芸術文化活動支援補助金の件

ですが、これは具体的な動きが現時点であるのですか。 

農都創造部   年度内に芸術家の方に集まっていただいて、ネットワーク化をして

いきたいというお話し合いをさせていただこうかなと思っている段階

でございます。 

大上座長    今後芸術家の方が組織の受け入れる組織のトップっていうか窓口に

なっていく可能性があるということですか。 

農都創造部   なかなか芸術家の方がされるのは難しいと思いますので、どこが事

務局を持つかとか、誰が取りまとめをするのかというのも含めて、話

し合いをしていきたいと思っております。立ち上げについては、市も

責任をもって関わっていきたいと考えています。 
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【主な説明】 

農都環境課 予算書に基づき説明 

 

【主な質疑】 

大上座長    環境政策総務費に関し、竹粉砕機保守点検委託料ですが、返却時の

点検整備が前年度に比べて増額になっている理由は、台数が２台にな

ったことで増額になっているのですか。 

農都創造部   返却時点検整備ですけれども、今年度の１０月から２台体制での運

用をしております。前年度当初予算は１台体制での予算を計上してお

りまして、令和元年１０月から２台体制ということになっております。

そして、令和２年度については、当初から２台体制ということになり

ますので、各１台を月２回ずつ、団体に運用していただくということ

で、月４回掛ける１２ケ月の４８回の貸し出し返却を想定しておりま

す。 

大上座長    リピーターの方は沢山おられるのですか。 

農都創造部   今、現在２０数団体の方が使用されておりまして、中にはリピータ

ーで複数回利用されている方もいらっしゃいます。来年度以降につき

ましては、前期と後期で受付を分けさせていただいて、前期後期で、

基本的には１回ずつの使用というように想定をしております。 

大上座長    リピーターの方にも、貸し出しの際に必ず操作方法を指導されるの

ですか。 

農都創造部   貸出時操作指導で４８回を想定しています。リピーターの方であっ

ても、半年ぐらいたつと忘れられることもありますので、毎回事業者

による専門的な指導を受けていただくということを予定しておりま

す。 

足立委員    市単独土地改良事業に関し、先日の予算決算委員会において農業施

設新設改良いわゆる環境に配慮した水路づくりについて、減額で令和

元年は申請がなかったというような報告をすると、なぜだという質疑

もありました。令和２年度の予算が計上されたんですけども、令和元

年度と違う取り組みをする等何かありましたらつないでいただきたい

んです。 

農都創造部   ３月補正の際にも、説明申し上げましたけども農業施設改良補助金

につきましてはこちらの予算説明資料のほうに記載しております機能

更新型また生態系保全型、それから、去年度までは、多面的機能支払

交付金事業型がございました。特に予算額で大きかったのがこの多面
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的機能の支払交付金事業型というところでございまして、これにつき

まして多面的機能支払交付金事業の前回の計画期間が、平成２６年か

ら３０年ということでございました。当初に各組織が計画をつくられ

る際に、水路の補修を当然計画されるわけですけれども、環境に配慮

した水路をつくってくださいというようなことでの説明ができており

ませんでした。計画期間の途中から、環境に配慮した水路をお願いし

ますということで、そうしますとどうしても工事費がたくさんかかっ

てまいりますのでその分の差額を支出しておったというような状況で

ございました。令和元年度からは次の計画期間ということになりまし

たので、当初の説明会の時に、素掘り水路はあくまで素掘り水路で改

修をしてくださいというようなことで、各組織にお願いをしましたも

のですから、各組織が環境に配慮した水路等を取り組まれないという

ような状況でございましたので、３月補正で減額させていただいたの

と、今回この多面的機能交付金支払事業型の予算については計上をさ

せていただいていないという状況でございます。 

渡辺委員    ため池治水活用拡大促進事業に関し、予算案として７０万円計上さ

れていますが、施工箇所について見込みを持って積み上げてあるのか、

また丹波篠山市の割り当て分がこれだけあり、今から地域より手挙げ

をしてもらうというような状況なのでしょうか。 

農都創造部   ため池治水活用拡大促進事業につきましては、７０万円ということ

で、一部地元のため池管理者から要望書をいただいている部分と合わ

せ、兵庫県と調整して予算に合う分ということで７０万円という形で

予算計上させていただきました。 

渡辺委員    いくらか取り組みたいというところは、新たに手を上げてもらえる

というような状況のようですが、あと残りどれぐらいなら取り組めそ

うですか。 

農都創造部   現在の予定では１０カ所のため池を予定しております。そのうち、

３カ所につきましては、地域より事業に取り組みたいということで、

聞かしていただいております。毎年ですけども、ため池の管理講習会

ということも、８月に行っておりますので、その際にもこの事業のＰ

Ｒを、昨年度もいたしましたが、今年度も合わせてしていきたいと考

えております。 

渡辺委員    ため池整備も進んでいますが、一つの池だけではなかなかクリアで

きない。よほど大きい池であれば、一つの池でいけるかと思うんです

けども、複数の池を組み合わせないと、手を上げるのも出来ないのか
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なという認識を持っているのですけれども。木栓が対象外ということ

になっていますけれども、一部でもあればカウント出来ないというよ

うなことなのか幾らか考慮してもらえるような状況ですか。 

農都創造部   こちら木栓につきましては、県とも相談していますが、やはり事前

に落としていただくという形で木栓につきましては、池の中まで入っ

ていただいて、抜いていただくという作業になりますので、安全上適

正かなと考えておりまして、ため池栓であるとか、斜樋であるとかそ

のようなもので整備されておられるため池を考えております。 

渡辺委員    わかりました。安全性というのは、要するに木を抜く方の作業の安

全性というようなことですね。下のほうまで抜くのであればなかなか

なんですけども、当然通常一つずつ落としていったら、それほど危険

な作業でもないのかなという感じもするので、その安全性が確保され

るのであれば実施できるのですか。県との協議の中で実施することが

問題なければ、取り組んでもらえるところも増えるのかなあという思

いを持っているんですけれども、県との協議は難しいでしょうか。 

農都創造部   現場で、例えばコンクリートで階段があるとか、そのようなため池

の場合、木栓について県のほうと協議したいと思いますので、そのよ

うな要望があれば、まず現地を確認させていただいてからため池を見

させていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

渡辺委員    農業施設の適正な維持等を中心に農都環境課でしてもらわないとい

けない事業と、プラスアルファーの事業があるかと思うのですけども、

そんな中で生物多様性推進事業について、市長の思いもあるのである

程度理解も示さないといけないかなとも思っているのですが、日本農

業遺産認定の取り組みを進められるというような動きになってきて、

前回も少し日本の農業なり日本の自然の成り立ちみたいなお話もさせ

ていただいたんですけども、生物多様性というのも本当にアマゾンで

あるとか未開の生物多様性という部分と、日本みたいな形である程度

人が働きかけた中で出来上がった生物多様性みたいなものがあって、

どちらかといったら日本は人の営みの部分が多様性にも影響を及ぼし

ていることは間違いないと思って、多分丹波篠山市も同じだと思いま

す。日本農業遺産認定に挑戦するというようなことを掲げられていま

すので、日本農業遺産の基本的な考え方は、生物多様性だけではなく

生物多様性に文化を加えたような生物文化多様性というような概念が

あって、要するに日本農業遺産というのは生物文化多様性が貴重なも

のなので、一体として守っていきましょうという基本的な考え方だと
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思います。例えばこのフォーラムにしても、別々に行うというよりは、

日本農業遺産というようなことで取り組んでいこうというような一つ

の大きな旗を上げられたのでしたら、推進していく意味合いでも農都

政策課とも連携し、充実したような形で丹波篠山市という場所は後世

に残していけないといけない生物文化多様性があるところなんですと

ＰＲすることで、部内での横くしがさされ、まちの目指す方向にも強

くつながるのではないかと思います。この生物多様性フォーラムを単

独でしないといけない理由が、あるということであれば説明いただけ

たらうれしいんですけども、もし、検討する余地があるというような

ことでしたら、そんなことを考えてもらうのも一つの方法ではないか

と思いますが、いかがですか。 

農都創造部   まず生物文化多様性についてですけども、日本であれば国連大学の

先生たちが中心になって、生物多様性の中から多様な文化が出てくる

という概念で提唱され、それに丹波篠山市が当てはまるのかといえば、

十分該当するような考え方だと思っています。これまで農都政策課、

農都環境課で、生物多様性の保全を進めてきましたけども、守るとい

うような方針が強かったのかなと個人的には思っています。来年度か

らは、環境基本計画もつくり直しましたので、丹波篠山市の生物多様

性を積極的にまちづくりに活用していこうと方針を掲げています。そ

うした流れの中からも、日本農業遺産にぜひトライしていこうという

ものが生まれてきたものです。日本農業遺産の中に生物多様性の評価

項目もありますので、ここは大いに活かしていける部分かなと思いま

す。生物多様性フォーラムの件ですが、連携させていく余地はという

ことなのですが、十分あり得ると思っています。日本農業遺産は、認

定をとったからといって農産物が特に高く売れるとか、そういったこ

とは正直ありませんので、市民全体での盛り上がりを積極的につくっ

ていくことと、それを、知的財産としてしっかり活用していくという

のが大事になってきますので、こうしたフォーラムや、さまざまな機

会をとらえてＰＲしていかなければ、むしろならないと認識していま

す。 

 

【主な説明】 

農都政策課 予算書に基づき説明 

 

【主な質疑】 
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國里委員    集落営農推進事業に関し、丹波篠山型集落営農補助金のことについ

てですが、複数の農業集落で構成する組織に対して補助するというこ

とが書いてあるんですが、一つの集落であってもルールを明確にしな

いまましているという状況もあると思うのですが、単独の集落では認

められないということでいいんですか。 

農都創造部   この事業につきましては、今年創設したモデル事業として位置づけ

ております。今現在も、広域的にルールづくりに取り組んでいらっし

ゃる地域もございます。大規模担い手農家は、集落をまたいで地域に

入られることがありまして、集落間によって全然ルールが違うと、水

路水利の管理の方法、小作料も違うなど、いろんな考え方が違うとい

うようなことがありまして、そういった部分で問題があります。ある

一定規模、水利組合とそういったことを対象に、地域と担い手農家と

の関係性、そしてまたそれを受け入れるための地域の集落、また組織

のルールづくりのモデル事業として、取りまとめていただきたいとい

うのが狙いでございまして、こういった取り組みを、市内の集落、地

域を参考として提示しまして、こういった事業で取り組んではどうか

といったことでつめてまいりたいというふうに思い考えております。 

國里委員    先程の説明を聞いておりましたら、この補助金の内容は、まずそう

いったところで、ルールづくりが出てきて、私どもの一つの集落に対

して、こういうルールが決められモデル事業として出来上がったのが

こんなルールです、おたくの集落もこのようなルールでされませんか

ということで、マニュアルみたいな感じでつくり上げようという考え

方なんですか。 

農都創造部   そういった形で考えておりまして、今、人農地プランの作成で各地

区内の各集落に入っておりますけども、そういった中で、今言われた

ように集落内のルール等を整理していく一方で、こういった複数集落

で構成することもモデル的に策定していただいてそういった形で進め

ていくというふうに思っております。 

園田委員    農地保全推進事業に関し、農地保全サポート委員ですが、昨年度ま

では１日７時間２００日の勤務が条件ということで計算されてたと思

いますが、今回１２カ月ということは１年間通しての勤務になると思

いますが、どのような勤務条件になったのですか。 

農都創造部   令和元年度の勤務条件といいますのが、日給８，０００円で、週４

日勤務いただいておったんですけども、令和２年度からは、会計職員

制度になりまして、月額１４万４９００円。日数は同じく週４日とい
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うことで、来ていただくようにしております。 

園田委員    新規就農者支援事業に関し、就職氷河期世代を就農に幅広く確保す

るため、農水省で打ち出ししている事業があると思うんですけども、

このことについて市としてはどのように考えているのですか。 

農都創造部   新規の就農者で、就職氷河期世代の方々にどのようなことをするか

ということですけども、近年相談者は増えております。そういった世

代の方の相談があって、市外から移転し丹波篠山市内で農業をやりた

いというニーズがございます。特に、国からは、そういった氷河期世

代にプラスして、助成制度があるかというところまで今至っていない

状況で、確かにニーズはあるんですけども、国の支援制度で、１５０

万円人数分いただいておるわけですけども、さらに国が上乗せして、

氷河期世代の支援としていませんので、国がまたそういう制度を示し

たらまたそれに合わせて拡充してまいりたいと思いますけども、今、

そういった制度で特に手厚く助成をするというようなことにない状況

です。 

大上座長    新規就農者支援事業補助金の家賃補助は３年間補助だと思います

が、補助後の何か条件はあるのですか。 

農都創造部    認定新規就農者制度が、法律に基づいて、５０歳未満ですけど、

まず５年間という期間がございまして、計画認定するという制度であ

ります。認定を受けると、農業次世代人材投資資金年間１５０万円を

最高５年間担保されます。一定所得を超えますと、補助金が減額され

るという生活給に近いような補助なんです。当然５年間のうちで、十

分やっていただくというのは原則ですし、その後も本市で定着して農

業をしてだかなければならない義務は無い状況で、今現在認定新規就

農者も市内で農業され、５年間終わった後でも、認定農業者になられ

たり、継続して就農されてるという状況でございますので、そういっ

た形で支援も続けていきたいというふうに考えております。 

大上座長    補助を受けたが、きつい縛りがあるわけではないけれども、恐らく

継続していく方が多いという認識でいいのですね。それがやっぱり定

住っていうことにつながっていくのではないかと思いますので、意見

としてお伝えします。 

渡辺委員    特産物振興事業に関し、農業振興のための補助金がありますが、改

めて見てみると、特産物振興事業関係の補助金も種類が沢山あり市民

にもわかりにくいし、事務も煩雑になっているのではないかと思いま

す。令和２年度中に、令和３年度に向けある程度整理した上で、予算
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化し事業周知される方が、利用される農家にとっても担当課について

も楽になるのかなという感想です。それと少し気になってるのは、既

存の特産物にしか目が行かなくなってしまい、何年か前までは新規の

特産をつくるのに、幾らか応援しましょうという部分もあったかと思

うんですけど、埋もれてしまい、こういう補助メニューが乱立するみ

たいな形になっているのですけども、今後黒豆や山の芋、栗だけで丹

波篠山市の農業を引っ張っていくというのも、それが続けばいいので

すが、やっぱり次の展開も考えていかないといけないのではないかと

いう思いがあります。新規で特産物を作ろうというようなところにも、

幾らかサポートできるような仕組みがあればよかったなと思うのです

が、特産振興事業以外で何かサポートできるような仕組みはあるので

すか。 

農都創造部   補助金が多くて煩雑ということは、確かにそのとおりでございまし

て、令和２年度に農都創造計画の見直しというきっかけがございます

ので、その際に今の助成制度を見直したいという考えております。先

般、説明した農都創造部の事業方針につきましても、特に重点的な施

策は明確になってございますので、それとあわせて見直してまいりた

いと考えております。もう一つは黒豆、山の芋、栗、伝統的な特産物

の支援のみであるということですけども、令和元年からも地域農業再

生協議会がございまして、その中に認定農家になる農家の方がおられ、

農業で収益を上げていくいには何を植えつけ、どうしたらいいのかと

いう議論を今進めておりまして、その中では枝豆の増産、今の本黒豆

を含めて８月の時期に植えるというようなことも今一緒になって勉強

会を開いたりしているところです。確かに新たに収益を上げる作物を

どう選定していくのか、あと、水稲、黒大豆がやっぱり中心になって

きますので、そこの作業とかぶらないようなものでどういったものが

いいのかというのを今、地域農業再生協議会の中で、一緒になって考

えておるところでございまして、そういったところの意見を反映して

の施策、農都創造計画の見直しもありますので、取り組みを展開して

いきたいなと思っております。 

渡辺委員    新規の特産品化の新しい芽を育てていってあげてほしいなという思

いがありますんで、令和３年度を待つのではなく、本当に意欲ある人

があり、応援すべきであるというような事があれば、柔軟に考えても

らえればうれしいと思います。丹波茶で、紅茶づくりをされてるグル

ープがあり、非常に今小さなグループでされているのですけども、幾
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らか支援することができれば、意欲、スキルもあれば、商品化までの

ハードルは低いのではないかと思ったりもしますので、新しい楽しい

取り組みが出てきたら、それを応援できるような仕組みを２年度中に

いろいろ考えてもらえたらと思います。 

  農業遺産推進事業に関し、考え方を整理されてる資料を見せていた

だき安心しました。参考、検討されているかわからないのですが、農

と食のキーワードも入れながら第２次総合計画の中で事業展開して

いる中で、幾らか食文化的な部分も盛り込んでいってもらえたらと思

います。資料を拝見させていただいて、想像してなかった酒造りの出

稼ぎの部分も組み入れようとするストーリーになっているようで、非

常に興味深いと思っています。うまく物語ができるかどうかというこ

とですが、黒豆で組むということになると、黒豆の煮豆とかはありき

たりすぎなので、お正月飾りで豆を固めた刀自豆についてストーリー

に入れたら、面白いのではないかと思います。刀自豆は、家の奥さん

というか女の人ということですが、冬の間は、家のお父さんは杜氏の

出稼ぎに出ていないので、農村社会というか暮らしを守るというよう

中で、刀自豆をキーワードにすれば、膨らみが出て面白いし杜氏の出

稼ぎにも結びつけることが出来るのではないかと思います。創作して

はいけないので、調査が必要だと思うのですが刀自豆はこの地方であ

る程度特色ある文化だと思っています。食、季節の伝統行事もうまく

組み入れていただいてストーリーを組んでもらえれば面白いかと思

いますのでよろしくお願いします。 

農都創造部   刀自豆ですけども、私もこちらに来て初めて見させてもらいました。

また刀自豆に限らず、黒豆が使われてる行事や文化もいろいろ調べる

と、ハモ祭りの中で使われていたり、波々伯部神社に黒豆が奉納され

ていたりとか、もっと調べればもっと出てくると思いますがあります。

それも、おっしゃるとおり盛り込んでいきたいなと思いますが、２点

注意しないといけないところがあって、まずこうした伝統文化が、農

業生産にどれだけ寄与しているのかという点です。伝統文化があった

からこそ、農業が持続してきたんだというつながりを示さないといけ

ない。こういう食文化がありますとか、こういう伝統行事があります

っていう記載だけではほとんど意味がないと言われていますので、フ

ィードバック回路がちゃんとあるのかっていうことを調べないといけ

ない。２点目の注意点はですね、これとも関連するんですけど、きち

んと証拠を示さないといけないということで、情緒的な文章でこんな
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に豊かな伝統文化があるんですっていう訴えでは全然だめで、審査委

員の方はほとんど全て学術識者ばっかりなので、論文で示されている

とか、きちんとした古文書でそれが証明されるとか、そういった格式

の高いものを示さないといけないと言われていますので、その辺は、

市民の皆さんや、いろんな方からアドバイスをもらいながら、つめて

いきたいと思ってます 

渡辺委員    教育委員会のほうで市史の編纂も今年ぐらいから動いていくので、

それとうまく合うかどうかわからないんですけども、とにかく失われ

つつある民俗文化の収集をやっぱり急いでほしいということを言って

いるのですが、エビデンスを積み上げていく中では、文献がなかった

らある程度聞き取りみたいな形で積み上げるという方法もありますの

で、そんな方法も示しながら、早く認定してもらえるように努力して

いただきたいと思います。 

國里委員    担い手支援事業に関し、人農地プランの状況について聞かしておい

ていただけたらと思います。 

農都創造部   これまでの取り組んでいただいたところは、問題意識を持たれてお

り、プランをつくらないといけないなというところで、スムーズに来

たという部分は確かにございます。今後として現在、取り組みを進め

ている最中であるところが、５０集落ほどありますので、その地区に

ついては、大なり小なり進捗状況はあるんですけども、推進員も入っ

ていく中で、また地域の担い手の方も入っていただいて一緒に考えて

いこうという場を持つことで、プランの進行を推し進めていきたいと

いうところでございます。来年度につきましても、その残りの集落に

ついて、引き続き推進していきたいと考えているところです。 

吉田副座長   特産物普及ＰＲ事業に関し、丹波篠山食の未来塾活動補助ですが、

これは６次産業化の加工食品、開発、プロジェクトということで、平

成２３年ぐらいから継続している塾のようですが、参加人数、商品化

したものがあるのかどうか詳細を教えていただけたらと思います。 

農都創造部   食の未来塾の構成員としては、３２名おられます。それぞれ、個別

で、丹波篠山の特産を使った加工品をつくられておりまして、大体月

１回月例研修会ということで、自分たちの情報交換の場、また加工食

品の試食、商品の開発といった活動をされています。活動としまして

は、味祭やふるさと農業まつりで出店いただいております。独自に、

６次産業化が活発にされているようなところに、視察研修に行かれ、

新たな知識を取り入れるような活動をされています。今年は会員の商



 31 

品カタログを作成、PR し今後の活動を盛り上げていきたいと活動さ

れています。 

農都創造部   伝統食に未来の光プロジェクトということで地域の伝統の食にもっ

と光を当てようということで、大山のとふめし等の開発、ＰＲに取り

組んでおられまして、最近につきまして黒豆の商品にできないものを

何とか商品化できないかということで、共通の商品として黒豆のふり

かけを共同で開発され、テーマは共通、製造は各個人でそれぞれ作ら

れておるということで、市内の直売所とか、土産物販売店、スーパー

で販売し、食の未来塾の取り組みとして、地域にちなんだふりかけの

販売等の取り組みが進められています。基本的には個人が製造するも

のをそれぞれのノウハウを共通して勉強会するといった取り組みをさ

れております。 

園田委員    畜産振興事業に関し、畜産環境に対しての支援は、昨年度はにおい

対策としての支援があったと思うのですが、今回は計上されていませ

んが、何かほかの対策とかいうことも考えられてるのですか。 

農都創造部   先日３月補正で減額させていただきましたとおり、現状対象となる

予定であった農家との関係性から、対策がとれないという状況になっ

てございます。但し、対策がとれるように、なった場合などにつきま

しては、地域とも相談しながら、適切な対策を考えまして、それに合

わせて必要であれば補正計上ということをさせていただきたいと思っ

ております。 

 

■議員協議 

議案第２５号 令和２年度丹波篠山市一般会計予算 

（部長・市長への確認質問なし） 

 

■その他 

吉田副座長  あいさつ 

閉会   １６：４０ 

 

 


